
宇宙産業と安全保障の動向を踏まえた特許に関する検討

Vol. 77　No. 12 － 53 － パテント 2024

目次
1.はじめに
2.宇宙関連ビジネス動向
　2.1　宇宙産業の変遷
　2.2　宇宙関連ビジネスの規模
　2.3　人工衛星を利用したビジネス
　2.4　宇宙活用のこれから
　2.5　日本の宇宙開発
3.宇宙安全保障
　3.1　宇宙での戦闘
　3.2　宇宙をめぐる安全保障環境
　3.3　宇宙交通管理
　3.4　宇宙システムにおいてのレジリエンス強化
4.宇宙産業に係る特許出願の検討事項
　4.1　宇宙産業関連発明の特許出願
　4.2　経済安全保障推進法または非公開制度の対象となるか
　4.3　特許発明の実施により市場が見込まれるか
　4.4　特許権の効力が及ぶか
　4.5　侵害主張が可能か
　4.6　その他の検討事項
5.宇宙関連産業の特許分析および留意点
　5.1　宇宙・衛星データ関連技術の動向と考察
　5.2　宇宙産業に関する特許分析の留意点
6.おわりに

1.はじめに
　政府系機関は、宇宙開発における立場を官主導から民間企業支援へと変えており、宇宙産業は官需牽引から民需
牽引への流れが強まっている。供給サイドではアメリカ航空宇宙局（NASA）が確立した民間主導の開発モデルが
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要　約
　政府は宇宙開発を官主導から民間支援に転換し、宇宙産業は民需牽引へと変化を見せている。NASAの民
間主導モデルが進展し、多くの衛星を活用するビジネスも発展中である。宇宙ビジネスの市場は拡大してお
り、コスト削減や技術革新が加速している。宇宙産業は他産業のイノベーションも促進する一方、国際的な安
全保障の課題としても注目されている。産業構造の変化に伴い、特許出願の重要性と、特許分析を活用した動
向把握の有用性が増している。本稿では、これらの点について考察する。
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進展している。また、需要サイドでは多数の衛星を使用し、地上での宇宙インフラを活用したビジネスが発展して
いる。宇宙を利活用するダウンストリームが盛り上がり、宇宙ビジネスの市場規模および事業領域は拡大している。
　民間主導となったことにより、宇宙開発においてコスト低減や迅速な技術革新が起こっている。地球上での宇宙
空間の利用の拡大に加えて、今後の宇宙での生活を視野に入れると、宇宙産業はもとより、食品産業や自動車産業
なども含めた幅広い産業でのイノベーションの創出が期待される。
　また、国際的な安全保障環境の複雑化に伴い、宇宙空間の安全かつ安定した利用が不可欠となっており、宇宙関
連項目が政策課題として注目を集めている。今日、宇宙空間は引き続き、経済に加えて外交・防衛・情報、そして
それらを支える科学技術・イノベーション力といった国力をめぐる地政学的競争の主要な舞台となっている。将来
的に宇宙をめぐる安全保障の対象は、資源探査を含めた月の経済的な意義の高まりなどに呼応して、地球周回軌道
を超えて、地球から月までの間の領域にまで拡大していく可能性が高い（1）。
　さらに、宇宙産業は、製造物が宇宙にありリバースエンジニアリングができないため技術漏えいリスクが低い、
特許侵害訴訟を提起され難いとの観点などから、特許出願が積極的になされない業界との共通認識が存在してい
た。しかし、大量生産が増加し、これまで必要性の低かった宇宙産業における特許出願の重要性が増している（2）。
　このような流れから、宇宙ビジネスに広く関わる開発技術のトレンドを知財分析により概観することが有用と
なっている。
　本稿では、以下について考察する。
　⃝　宇宙関連ビジネス動向
　⃝　宇宙安全保障
　⃝　宇宙産業に係る特許出願の検討事項
　⃝　宇宙関連産業の特許分析および留意点

本論

2.宇宙関連ビジネス動向
　2.1　宇宙産業の変遷
　宇宙産業は米国とソビエト連邦の冷戦による軍拡競争を契機に発展し、軍事・防衛と密接に関連して、長年、国
家、すなわち官主導で研究開発が進められてきた。官主導の宇宙開発は、地球上で暮らす国民の利点を図る目的で
展開されてきた。国家安全保障、基礎研究、国威発揚などの活動が中心であり、特定のミッションを課せられたプ
ロジェクトを成功させるために高機能・高品質・高信頼性が求められた。
　2000 年代以降、NASA は宇宙開発を官から民間に開放することで、コストの削減や技術革新の加速が期待でき
るとし、新しい開発モデルを確立した。米国を中心に宇宙分野の開発と利用に大きな変革が起こり、欧州、アジア
にも既往の宇宙産業の主流とは異なる宇宙開発アプローチ「ニュースペース」が広まった。
　2010 年代に入ると、宇宙輸送システムの再利用と打ち上げロケットの小型化により、宇宙ビジネスの低コスト
化が進められた。また、ディープラーニング革命による半導体・人工知能（AI）技術の進展、センサー技術の向
上がなされた。宇宙と情報技術（IT）とが融合する多数の新規ビジネスが興隆し、宇宙産業の新たなパラダイム
シフトが始まり、民主導の宇宙開発は飛躍的に進展した。
　2020 年には人類史上初めて、政府ではなく、民間企業が製造・所有する宇宙船が有人宇宙飛行に成功した。民
間企業による宇宙飛行の新しい扉を開いたといえる。宇宙旅行の需要などへ対応し、最終的には手の届く料金での
宇宙移住を実現することが目指される。

　2.2　宇宙関連ビジネスの規模
　衛星やロケットが安価になって打ち上げコストが下がり、開発期間が短縮されるに伴い、市場に新規参入する企
業が増えてきた。また、幅広い業種の多くの企業が人工衛星技術と宇宙へのアクセスを活用して、自社の地球上で
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の製品やサービスにイノベーションを起こし、効率化を高めようとしている。
　宇宙関連ビジネスのグローバル市場規模は、World Economic Forum が 2024 年 4 月に発表したレポート “Space: 
The $1.8 Trillion Opportunity for Global Economic Growth”（3）によると、2023 年の 6,300 億ドルから 2035 年まで
に 1 兆 8,000 億ドルに拡大し、年平均成長率は 9％とグローバル国内総生産（GDP）成長率を大幅に上回ると予想
されている。

　2.3　人工衛星を利用したビジネス
　現在、人工衛星を利用したビジネスが、宇宙産業のグローバル市場においてかなりの割合を占めている。これら
には、地球上における人々の生活のため、通信・インターネット接続のインフラ、地球観測システム、国家安全保
障用の人工衛星を活用するものがある。衛星の打ち上げから地上におけるデータ流通まで活用の方法は年々広がっ
ており、今後も拡大すると考えられている。
　United Nations Office for Outer Space Affairs の “A Year of Transition Annual Report 2023”（4）によると、1957
年から 2012 年まで、宇宙に打ち上げられた衛星の数は年間約 150 基と一定していた。これには、地球軌道および
月への有人飛行、グローバル通信衛星システムの開発、国際宇宙ステーションの建設などが含まれる。しかしなが
ら、それ以降軌道に打ち上げられる衛星の数は急激に増加し始め、2013 年には 210 基、2019 年には 600 基、2020
年には 1,200 基、そして 2023 年には 2,588 基に達した。
　また、United Nations Office for Outer Space Affairs の “A Year of Transition Annual Report 2022”（5）による
と、これまで世界で約 1.3 万機の人工衛星が打ち上げられており、国別に見ると、アメリカが 6,906 機と全体の半
数、次いでロシアが 3,632 機と約 3 割をそれぞれ占めている。日本はこれまで 297 機を打ち上げており、イギリス

（565 機）、中国（563 機）に次いで、世界で 5 番目の打ち上げ数となっている。宇宙ビジネスの領域においては、
米国が世界を大きくリードしている（6）。

　2.4　宇宙活用のこれから
　将来的には、宇宙で用いるための製品やサービスを宇宙でつくる経済活動が期待される。すなわち、宇宙での生
活拠点を建設したり、宇宙で燃料補給を行ったりするために、月や小惑星を掘削するといったビジネスが生まれる
とされている。これらの先には、月面基地の建設や火星への移住も視野に入ってくる。
　宇宙空間での製品やサービスの利活用の観点では、リソース不足とリープフロッグの可能性がある。すなわち、
宇宙空間は利用可能な資源やインフラがないため、カエルが一足飛びにジャンプするように既存の技術を経ること
なく、いきなり最新の技術に到達し、技術革新の大幅なステップアップが起こる可能性がある。
　これらを考慮した場合、地球上の製品やサービスを宇宙で利活用すること、宇宙空間という特異な環境で資源を
調達して生活することに加えて、宇宙で発想したものを地球に持ち帰り、地球上で活用する展開も考えられる。

　2.5　日本の宇宙開発
　昨今、日本においても、宇宙開発は大きな注目を集めている。2008 年、宇宙開発利用に関する基本理念と基本
施策が「宇宙基本法」で定められ（7）、内閣府に「宇宙開発戦略本部」が設置された（8）。翌 2009 年には、今後 20 年
を見据えた 10 年間の宇宙政策の基本方針を定めた「宇宙基本計画」が発表された（9）。宇宙基本計画は 3 年おきに
改定されており、直近 2024 年の第 5 期改定では日本が目指すべき目標と将来像が記載された（10）。
　2012 年には内閣府に「宇宙政策委員会」が設置され（11）、2017 年には日本経済の活性化・成長に向けて、宇宙利
用産業も含めた宇宙産業の市場規模（現在 1.2 兆円）の 2030 年代早期の倍増を目指した取り組みを進める「宇宙
産業ビジョン 2030」が打ち出された（12）。日本人宇宙飛行士が月面に着陸することなどを盛り込んだ米国主導の月
面活動計画「アルテミス計画」にも参画している（13）。
　これらの政策が功を奏し、社会的気運が高まり、2019 年、日本の民間ロケットの宇宙空間への打ち上げが初め
て成功した。また、2020 年、小惑星探査機「はやぶさ 2」が採取したサンプルの入ったカプセルが地球に帰還し
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た。さらに 2021 年、日本の民間人が初めて国際宇宙ステーションへ滞在した。このように、日本でも政府だけで
はなく、民間による取り組みが活発になっている。
　2023 年には、民間企業・大学などが複数年度にわたる予見可能性を持って研究開発に取り組めるように、新た
な基金が創設された。産学官の結節点として JAXA の戦略的かつ弾力的な資金供給機能を強化することを目的に、

「宇宙戦略基金」も創設された（14）。さらに 2024 年、日本が開発を進めるべき技術を見極め、その開発のタイムラ
インを示した技術ロードマップを含んだ「宇宙技術戦略」が策定された（15）。同戦略においては、「衛星」「宇宙科
学・探査」「宇宙輸送」に加えて、「分野共通技術」の領域に対して、安全保障や宇宙科学・探査ミッション、商業
ミッション、また、それらミッションに実装する前段階の先端・基盤技術開発、民間事業者を主体とした商業化に
向けた開発を支援することが示されている。
　日本の宇宙開発は長年、大手重工・電機メーカを中心に進められてきたが、近年は大学などから約 100 社の宇宙
ベンチャーが勃興している。また、多くの国内大手企業は新規事業の創出などを検討するにあたり、テーマの 1 つ
として宇宙ビジネスに注目している。さらに、宇宙エンターテインメントに関する企業など、先進的な取り組みを
掲げるスタートアップ企業も登場している。

3.宇宙安全保障
　3.1　宇宙での戦闘
　今般世界で発生している多くの紛争では、宇宙空間が広く利用されている。2024 年 4 月、米軍は、初めて戦闘
において宇宙空間で敵を撃破、つまり「宇宙での戦闘」を行った。イランは、シリアのダマスカスにあるイラン大
使館が攻撃された事案の報復として、イスラエルに対して多数の無人機、巡航ミサイルおよび準中距離弾道ミサイ
ル（MRBM）による大規模な攻撃を行った。当事国のイスラエル軍は、戦略的パートナー諸国と協力してそのほ
とんどを迎撃した。つまり戦闘状況下の宇宙空間において軍事目標を破壊した（16）。
　宇宙開発はその黎明期から、軍事とは極めて密接な関係にあった。最初の人工衛星スプートニクを打ち上げたソ
連のロケットは、世界初の大陸間弾道ミサイル（ICBM）R-7 を転用したものであった。宇宙関連ビジネスにおい
て多岐にわたる役割を果たす人工衛星は、地球の周囲を軌道上で周回する無人機器で、ロケットによって宇宙空間
に運ばれ、その後、自力で軌道上に留まる。人工衛星の用途は、通信、気象観測、地球観測、軍事偵察など多岐に
わたる。
　他方、軍事・防衛において戦略的な攻撃力と抑制力の両方で重要な位置付けとなる弾道ミサイルは、特定の目標
に対して高速度で移動する軍事用の飛行体で、ロケットエンジンによって打ち上げられ、放物線軌道を描いて目標
に到達する。弾道ミサイルの主な目的は軍事攻撃である。
　人工衛星打上げロケットと弾道ミサイルは、1）エンジン部構造（推進剤タンクを含む）、2）段間部構造（切り
離しを行う部分）、3）搭載機器（誘導機器、電波機器、姿勢制御用電子機器などを収納）、4）ペイロード部から構
成されており、ペイロード部に弾頭を格納するか、人工衛星を格納するかに違いがあるが、基本的に構造はほぼ共
通している。また、軌道力学や推進技術などの基本的な原理を共有し、弾道ミサイルの飛行経路は、人工衛星を軌
道に投入する際の初期段階と類似している（17）。

　3.2　宇宙をめぐる安全保障環境
　対衛星兵器の開発やサイバー攻撃の脅威など、宇宙システムの脆弱性脅威・リスクが増大している。民生用や商
用の衛星が安全保障目的でも使用されるという、宇宙システムのデュアルユースにより、民生・商用・安全保障分
野の分野横断的・総合的な宇宙開発利用の競争が加速している。
　一部の国々は、地上配備型および宇宙配備型の多様な衛星攻撃能力の開発・配備を進め、キネティックに低軌道
の衛星を破壊する直接上昇型衛星攻撃のみならず、サイバー攻撃・電子攻撃といった、ノンキネティックな手段に
よって衛星機能を無力化する能力も開発・配備しているとみられている。将来的には、静止軌道上の衛星に対する
直接上昇型攻撃能力の開発や、2020 年代後半までには、高出力指向性エネルギーを用いた攻撃能力の導入などの
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脅威も想定される。
　2022 年 2 月に発生したロシアによるウクライナ侵攻では、欧米の民間衛星のデータが軍事作戦に直接利用され
るだけでなく、AI をはじめとした先端技術によって衛星画像の分析が大幅に自律化したとされている。また、ク
ラウドベースのデータ管理とデータ・ソリューション技術との融合によって、前線の部隊が衛星データを即時利用
できるようになった。日本の周辺国は、日本の上空を通過し、光学・合成開口レーダ・電波などにより情報収集を
行う衛星の数を、過去数年間で大幅に増加させている（18）。

　3.3　宇宙交通管理
　宇宙空間を利用し、経済社会や安全保障上の恩恵を享受する国が増える一方、軌道上に存在する人工衛星の増加
に伴い、宇宙空間の混雑化が進展している。対衛星兵器の開発やサイバー・ジャミング能力の向上、宇宙天気の影
響など、宇宙システムの脆弱性に対する脅威・リスクは増大しており、各国の宇宙空間の安定利用にとって深刻な
懸念となっている。また、宇宙ゴミ（スペース・デブリ）の数は急増しており、衝突などにより人工衛星の機能を
著しく低下させるおそれがある。
　米国連邦通信委員会（FCC）は 2022 年 9 月、2024 年 9 月以降に打ち上げる地球低軌道の商用人工衛星について、
廃棄措置期限を運用終了後 5 年に短縮するルールを公表した。米国では、民生・商用向けの宇宙状況把握（SSA）
サービスの提供に向けて検討が進められているシステムについて、国防総省から商務省に所管を移し、民間企業の
技術・製品・サービスの活用を目指している。
　欧州宇宙機関（ESA）は 2022 年、2030 年までに地球軌道および月軌道における将来のミッション・プログラム
について、デブリの発生を大幅に限定する目標を示したゼロ・デブリ・アプローチを公表した。さらに、2023 年
には ESA 主導の下、2030 年のデブリ低減および改善のための数値化された目標を設定したゼロ・デブリ・チャー
ターを公表した。
　日本では、2023 年 11 月の宇宙戦略基金の設置や、中小企業イノベーション創出推進基金（SBIR）を通じて、
日本の宇宙関連企業やスタートアップによるデブリの抑制・削減や、軌道上サービスに関わる技術開発を支援して
いる。また、2024 年の第 5 次宇宙基本計画においては、宇宙交通管理およびスペースデブリ対策に関する新たな
方針を示した（19）。

　3.4　宇宙システムにおいてのレジリエンス強化
　宇宙システムへの依存が進む中で、これら宇宙環境のリスクの高まりに対処するため、宇宙システムのレジリエ
ンス強化などに取り組み、宇宙空間における異変が日本の安全保障や民生利用に悪影響を及ぼすことを防ぎ、宇宙
空間の安定的利用を確保することは喫緊の課題となっている。民生化と海外依存脱却による経済安保の方向性を日
本政府も強化しており、宇宙システムにおいて民間の自主的なレジリエンス強化が促進されている（20）。

4.宇宙産業に係る特許出願の検討事項
　4.1　宇宙産業関連発明の特許出願
　宇宙産業における特許を出願するにあたっては、発明完成後の特許出願の要否検討において、一般的に考慮する
特許要件を満たすかなどの事項に加えて宇宙産業特有の検討が必要となる。具体的には、経済安全保障推進法また
は非公開制度の対象となるか、特許発明の実施により市場が見込まれるか、特許権の効力が及ぶか、侵害主張が可
能か、などである。
　以下、宇宙産業特有の検討事項について考察していく。

　4.2　経済安全保障推進法または非公開制度の対象となるか
　特許出願の登録が可能かという観点で経済安全保障推進法または非公開制度の対象となるかの検討が必要とな
る。米国や中国を含む多くの国では、安全保障に関する機微な発明について、出願または特許を非公開とする制度
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が導入されている。日本でも、2022 年 5 月成立の経済安全保障推進法や、2024 年 5 月施行の特許法における非公
開制度に関する規定により、保全指定を受けた特許出願については出願公開や特許査定などを保留するとともに、
特許出願人などに対して許可を受けない実施の禁止、発明の内容の開示の禁止、情報の漏えいの防止のための適正
管理措置を講ずる義務などを課している。
　具体的には、「スクラムジェットエンジンなどに関する技術」「固体燃料ロケットエンジンに関する技術」「宇宙
航行体の熱保護、再突入、結合・分離、隕石検知に関する技術」「宇宙航行体の観測・追跡技術」は、特許出願の
非公開制度の特定技術分野に該当する。保全指定がされる場合には、外国出願の禁止や発明の実施の不許可などを
受ける可能性がある点には留意が必要である（21）。

　4.3　特許発明の実施により市場が見込まれるか
　これまでの宇宙産業は官需中心で、開発・製造までに 5～10 年程度の長い年月がかかり、製品・サービスが 1 回
限りであるがゆえにロケット・衛星部品などの大量生産の必要がなかった。そのため、宇宙産業は市場規模が見込
めるなど利益を見出すというビジネス形態になく、特許出願の必要性は低かった。しかし近年、宇宙産業は世界的
に大きな転換期を迎え、民間市場の拡大により、民生品を使った製品のコモディティ化、価格の低下などが急速に
進み、大量生産の必要性が増加している。このような背景を受けて、これまで必要性の低かった宇宙産業における
特許出願の重要性が増している。

　4.4　特許権の効力が及ぶか
　特許制度を制定する特許法は、法律の効力が及ぶ範囲を当該法律が施行されている地域に属しているものに限定
し、地域外のものには一切効力が及ばないとする属地主義を採用する。そのため、特許発明に係る製品・サービス
の実施が宇宙である場合、日本および海外の特許法が定める特許発明の実施が適用されるかが問題となる（22）。

　4.5　侵害主張が可能か
　一点もののロケットや衛星が宇宙から戻ることはなく、リバースエンジニアリングが困難なため、これまで特許
の侵害立証は困難であった。しかしながら、ロケットや衛星の大量生産やリサイクルにより製品や製品情報の入手
が可能となり、侵害立証やそれに基づく交渉・訴訟が可能となってきている。

　4.6　その他の検討事項
　宇宙公的機関において民間企業と協業して技術開発・実証を行うことが強く謳われていることや、民間企業が国
のプロジェクトへ参加する中で発明が創出されることが多いことから、共同出願にも注意が必要となる。共有特許
については、ライセンス活用にあたっては共有相手方の承諾が必要となり、同業他社には展開が困難となる。プロ
ジェクトの開始前からどのような技術を単独で獲得するかなどを考慮する必要がある（23）。

5.宇宙関連産業の特許分析および留意点
　5.1　宇宙・衛星データ関連技術の動向と考察
　第 4 章にて、宇宙産業における特許出願の重要性が増していることを述べた。自社および他社がどの分野にどの
程度特許出願を行っているのかを十分に把握し、自社の置かれている状況を知ることが肝要となる。しかしなが
ら、海外を含む他社の特許動向を詳細に把握することの難易度は高い。専門知見を有する外部組織も巻き込みなが
ら検討・立案していくこともアプローチの 1 つと考えられる。
　ここで、PwC コンサルティングの独自ツール「Intelligent Business Analytics（IBA）」を紹介する。IBA は、
対象技術領域のグローバル特許情報・投資情報・企業情報をインプットとして独自アルゴリズムで AI 分析を行う
戦略分析ツールである（図 1）。業界全体のトレンドを踏まえた重み付けによって対象領域の技術をクラスタリン
グし、各技術・企業をスコアリングする。マクロ動向の把握から、個別企業の技術ポートフォリオを市場視点で俯
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瞰するなどのミクロ分析までさまざまな機能を備えており、定性・定量の両面からマクロトレンドや各企業の技術
戦略を理解することで、新規事業や研究開発、スタートアップ投資や M&A など、企業の戦略検討に新たな洞察
を提供する。

　第 2 章の第 3 節で述べたように、人工衛星を利用したビジネスは大きく成長中であるが、ここでは宇宙・衛星
データ関連技術の動向について取り上げ、IBA を活用した分析の一例を紹介する。
　宇宙・衛星データについては、取得データの幅が近年広がったことで、気象観測や放送・通信の分野に加え、防
災や一次産業（農業・林業・水産業）、不動産、保険、金融、エンターテインメントなどあらゆる領域で活用が進
んでいる。本分析では、宇宙・衛星データの取得から処理、転送、解析、保管、活用までの各プロセスで活用され
る主要技術を対象に分析を行った。
　図 2 は、IBA によりマクロ動向分析を行った結果である。縦軸は市場性（技術クラスタに含まれる企業へのマ
イノリティ出資額の合計）、横軸は技術スコア（技術の成熟度合を示す値）、円の大きさは特許出願規模を表す。市
場性と技術スコアによって偏差値 60 のラインである基準線により 4 つの領域に分けることができ、領域 1 は現在
技術トレンドになっている領域、領域 2 は今後技術開発が進む可能性が高い領域、領域 3 は技術的に成熟しつつあ
る領域、領域 4 はシーズの探索を行う領域と定義している。また、「データ取得」「データ転送・保管」「データ処
理・解析」に分類して色分けしている。
　なお、「データ取得」に関しては、「リモートセンシング」や「SAR・光学センサー」に関する技術だけでなく、

「測位衛星通信」や「位置情報・GPS」に関する技術も含まれる。
　宇宙・衛星データ関連技術は全体的にシーズ段階（領域 4）の技術が多数存在することがわかる。現在のトレン
ド（領域 1）には、リモートセンシングや SAR などの画像に関する「データ処理・解析」関連技術が多く、衛星
データ活用の需要の増加に伴い、衛星データからの情報抽出のためのデータ処理や、解析アルゴリズムの開発に注

図 1　IBA の概要

図 2　「宇宙・衛星データ関連技術」のマクロ動向分析
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目が集まっていると考えられる。また、衛星通信やデータ中継、セキュアなデジタル通信などの「データ転送・保
管」関連技術もトレンド領域に含まれる。今後開発が進む可能性が高い技術（領域 2）には、光通信やアンテナ技
術などの「データ転送・保管」に関連する技術が多く含まれている。衛星データの取得から活用までにかかる時間
とコストを抑制するために、さまざまな企業が解決に向けた技術開発を進めており、市場からの注目を集めている
と推察される。衛星データの高画質・高頻度化に伴いデータ容量が膨大となっていく中で、いかに迅速かつ安全に
地上にデータを届けられるかが鍵となることが予想される。
　次に、有望クラスタを選定し、国・地域ごとの技術力を比較した（図 3）。「データ処理・解析」に関する有望ク
ラスタとして、領域 1 のうち市場性上位 3 つ、および技術スコア上位 3 つの計 6 つを選出した（うち 1 つは市場性
と技術スコア上位が重複）。「データ転送・保管」に関する有望クラスタとしては、相対的な特許数も考慮し、領域
1 および領域 2 のうち高市場性の上位 5 つを選出した。「データ取得」に関しては、相対的な特許数を考慮し、ま
た災害対応の観点から日本において活用に注目が集まっているリモートセンシングや SAR に関連する技術（24）を領
域 3 から参考として選定した。国・地域ごとの技術力は、各クラスタに含まれる企業の技術スコアを国・地域別に
平均した値を用いて比較しており、値が大きいほど、その技術領域において高い技術競争力を持っていることを示
す。マイナスの技術スコアは、対象技術領域におけるトレンド傾向とは異なる方向性の技術開発を進めていること
を示す。
　「データ処理・解析」については、リモートセンシング画像処理に関連する各種技術において、米国と中国が技
術的優位性を示している。「データ転送・保管」に関しては、いずれの有望技術においても米国が強みを有する。

「データ取得」に関する SAR・光学センサーなどのリモートセンシング技術については、中国が圧倒的に高い技術
力を保有していることが示された。
　米国においては、オバマ政権発足当初の 2009 年よりオープンデータ政策を推進しており、米国海洋大気庁

（NOAA）は 2015 年、衛星気象データに国民がアクセスして新たなサービスを創出できる環境をクラウドプラッ
トフォーム上で提供するプロジェクトを開始し、米国 ICT 大手企業が参画している（25）。中国は地球観測分野に注
力しており、SAR 衛星や高分解能衛星など多数の衛星を打ち上げてきた（26）。このような動きが、それぞれの技術
力の優位性の背景の 1 つとなっていると推察される。

　IBA 分析ではクラスタの成長率も併せて算出しているが、有望クラスタの成長性をみると、「高度な画像解析と
データ処理」が高い値を示しており、市場性成長率は 14％、技術スコア成長率は 16％となっている（図 4）。この

図 3　有望技術の国・地域ごとの技術力
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クラスタには機械学習などの AI 技術を活用した画像処理・解析技術も含まれており、これら関連技術の発展に伴
い、さらなる技術高度化が進み、市場からの期待を集めていると考えられる。

　5.2　宇宙産業に関する特許分析の留意点
　第 5 章の第 1 節では、特許に係る分析結果について述べたが、前述のように、宇宙産業ではこれまで特許出願の
メリットや必要性が他産業と比べて限定的と考えられてきた。また、オープン・クローズ戦略によりクローズ化さ
れている技術も存在し、市場拡大を意図して他の機器やシステムとの相互接続に関する特許が中心的にオープン化
されている可能性も考え得る。さらに、経済安全保障の観点から、一般に秘密特許制度と呼ばれる特許の公開を制
限する制度により、宇宙産業に関わる発明が保全対象発明となった場合には実施や開示が制限される。このような
背景を踏まえ、過去の特許出願の分析を行う際には、特許出願や出願公開がされていない技術の存在にも留意し、
業界有識者の知見を活用するなど多面的な調査が必要であることには留意されたい。
　一方で、機器・部品の低コスト化と民間企業参入が進み、また民生品の宇宙用途への活用が進む中、宇宙産業に
おいても知財戦略は今後重要性を増すことが想定され、特許動向の適切な把握の必要性は増すだろう。

6.おわりに
　宇宙ビジネスの市場規模はグローバルで今後ますます拡大していくと予測される。そのために、宇宙システムに
対する脅威を特定し、それらの脅威の蓋然性を考慮することが必要となる。また、特許動向を用いた戦略分析では
事業化の視点が欠けることが考えられるため、他事業体や他産業との連携も不可欠となる。影響を与え合うことに
より、事業の効率化や拡大を実現し、新たな技術の開発や市場の開拓につなげることもできる。知財戦略を活用し
て早期にプレゼンスを獲得できれば、数年後や十数年後には、グローバル市場で先進的企業として大きな強みや武
器を手にしていることだろう。
　多くの日本企業が宇宙ビジネスへの参入に成功すれば産業全体が成長し、既存の宇宙ビジネスに取り組む企業に
も相乗効果が生まれることが予想される。日本企業の宇宙ビジネスへの挑戦と成功に期待したい。

以上
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図 4　有望クラスタの成長率
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